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コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスの体制

ガバナンス

参照：「コーポレートガバナンス・ガイドライン」
 https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_01.pdf

会
計
監
査

業務執行体制

監査 報告

諮問

報告

選任・解任・監督

指示・監督

付議・報告

報告・調査

選任・解任 選任・解任

提言・報告

株主総会

監査役会
社内監査役：2名  社外監査役：2名

取締役会
社内取締役：5名  社外取締役：3名 会計監査人

リスク管理委員会

内部統制委員会

コンプライアンス委員会

遵法活動徹底委員会

選任・解任

報告

報告

内部監査
本社各部門・支店
グループ会社

経営会議 ESG経営推進委員会

執行役員

代表取締役社長 
（社長執行役員）

内部監査室

内部統制関連の主要な委員会

委員長：筆頭社外取締役
指名諮問委員会

報酬諮問委員会連
携

2022年度からの取り組み
●  業績連動型金銭報酬制度の導入
●  役員報酬の決定に関する方針を報酬制度の改定に伴い変更
●  業績連動型株式報酬制度の一部改訂

▲

日本郵船の経営組織（2022年6月22日時点）
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取締役会

▲

取締役会と業務執行の体制
当社は、激変する事業環境への迅速かつ的確な対応の
ため、経営の透明性と効率性とともに、取締役会による
意思決定と業務執行の監督の一層の充実を図り、実効性
の高いガバナンスの構築に努めています。
取締役会の多様性と専門性を確保し議論を深化させる
ことを念頭に、当社は8名の取締役を選任し、うち3名は
当社の独立性基準に則った社外取締役としています。.
取締役会において議案の実質的な議論と審議を図れる
よう、独立社外取締役や社外監査役に対する議案の事前

説明を行うとともに、役員懇談会※において重要なテーマ
に関する議論を行うことで実効性を確保しています。
当社は、取締役会決議事項を除く業務執行を取締役兼務
と国内外グループ会社の役員を含む29名（2022年6月
末現在）の執行役員に委譲し、取締役会の決議と監督の
下に業務を執行しています。また、業務執行取締役と.
本部長である執行役員等で構成される経営会議において、
取締役会付議事項を含む重要な業務執行に関して審議を
尽くしています。

※ 役員懇談会
取締役、監査役、本部長で構成し、中長期的な経営課題に関する意見交換を行うため、定例取締役会後に開催

取締役関連データ

定款上の取締役の員数 16名

定款上の取締役の任期 1年

取締役会の議長 会長

取締役の人数 8名

社外取締役の人数 3名

取締役関連データ
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原田 浩起
代表取締役・
専務執行役員

61 ● ● ● ●● ●

UK/Belgium

内藤 忠顕
取締役会長

長澤 仁志
代表取締役社長・
社長執行委員 

日暮 豊
取締役・
専務執行役員

片山 善博
独立社外取締役
筆頭社外取締役

国谷 裕子
独立社外取締役

66 18/18回

18/18回

18/18回

18/18回

18/18回

18/18回

18/18回

64

59

70

65

● ●● ●●
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法
令
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保
険

マ
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C
S
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人
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・
採
用
・
労
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ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
シ
ス
テ
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取
締
役
会
出
席
状
況

● ● ● ●● ●● ●●●

● ● ● ●●

● ● ●●

●

●

● ● ●

● ●

Germ
any

● ●●

UK

● ●●

UK

● ●● ●●

US

●

●

●

UK田邊 栄一
独立社外取締役

68

取
締
役
在
任
期
間
（
年
）

3

14

11

2

6

Singapore/UK
Thailand

曽我 貴也
取締役・
専務執行役員

—62 ● ●●●● ●0

5

3

専門性と経験

※ 当社以外での海外勤務経験も含む

年
齢
（
歳
）
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▲

取締役会の実効性評価

1.  取締役および監査役が意見交換を行う場である役員懇談会を有効活用し、重要なテーマを選定し自由闊達な
議論を行いました。

2. 事前説明の適切な実施により取締役会での説明を簡略化し、審議や議論の時間確保に努めました。
3.  一方、「資料の質にはいまだ改善の余地あり」との指摘もあり、継続課題として認識の上、さらなる向上に.
努めていきます。

1.  財務指標や各事業部門の運営状況について適時適切な報告を行いましたが、引き続きモニタリング機能の
強化に努めていきます。

2. 多様性の向上も含めた人材戦略に関しては、より一層深い議論を継続していきます。

2021年度実施要領
2021年度は、第三者アドバイザーの意見も考慮した上で、

1. 取締役会の構成と運営
2. 経営戦略と事業戦略　　
3. 企業倫理とリスク管理
4. 業績モニタリングと経営陣の評価・報酬

の4つの大項目に関する15問のアンケートを実施しました。
取締役会は適切に機能し、実効性が確保されているとの結果を得ました。

2020年度に認識した課題とその取り組み

当社は2015年度より、取締役会の実効性のさらなる向上を目的として、全役員を対象に実効性に係る自己評価アンケートを
継続して実施しています。

「運営と議論の質の向上」については、以下の対応を行い、これまで以上に充実した議論につなげることができま
したが、今後もさらなる改善を図っていきます。

｢モニタリング機能の強化」と「多様性・人材戦略等」については、一定の成果が見られましたが、継続的な課題として
認識しています。

コーポレートガバナンスのさらなる充実と取締役会の透明
性確保のため、当社は筆頭社外取締役が委員長となり
社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会および
報酬諮問委員会を設置しています。取締役会の諮問に
基づき、取締役の選解任および報酬に関わる重要な事項を

協議し、その協議または提言の内容に基づき、取締役会に
報告または付議します。また、各諮問委員会開催にあたり、
社長は、会長や社外取締役と個別に面談し、十分な意見
交換を行うなど、諮問委員会の機能向上に努めています。

両委員会の構成（2021年度）
氏名 指名諮問委員会 報酬諮問委員会

取締役会長 内藤.忠顕 4/4回 4/4回

代表取締役社長（社長執行役員） 長澤.仁志 4/4回 4/4回

取締役（筆頭社外/独立役員） 片山.善博
（委員長） 4/4回 4/4回

取締役（社外/独立役員） 国谷.裕子 4/4回 4/4回

取締役（社外/独立役員） 田邊.栄一 4/4回 4/4回

指名・報酬諮問委員会
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監査の体制
当社は監査役会設置会社を選択しており、監査役会は、
社外監査役2名を含む監査役4名で構成し、うち1名は財務
および会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査
報告書の作成、会計監査人の評価と再任・不再任、会計
監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査等
に関して審議しています。
監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、
監査の方針と職務の分担等の監査計画に従い、取締
役会に出席し、またESG戦略委員会等の重要な会議を
通して意見を表明し、監査業務を適切に遂行しています。
常勤監査役は、経営会議、執行役員会、内部統制委員会等
の重要な会議に出席するほか、取締役、執行役員および
使用人等からその職務の執行状況について報告を受け
説明を求めるとともに議事録や決裁書類等を閲覧し、

本店等において業務および財産の状況を調査しています。
子会社については、子会社の取締役および監査役等との
情報交換を図り、必要に応じて事業報告を受けるとともに、
子会社に赴き業務および財産の状況を調査しています。
内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・
検証するとともに、監査役会にて社外監査役に定期的に
報告を行い、情報の共有および意思の疎通を図り、適正な
監査意見の形成に努めています。また、内部監査部門
および会計監査人と定期的に会合を開き、必要に応じて
臨時の会合を設けるなど、緊密に連携を維持しています。
2021年度の監査活動は、インターネット等を経由した
手段も駆使して行いました。
なお、監査役の指揮命令の下に、執行部門から独立して、
専任のスタッフを有する監査役室を設置し、監査役監査
業務の遂行をサポートしています。

構成人数と監査役会出席回数（2021年度）

氏名 出席回数/開催回数 氏名 出席回数/開催回数

社内
宮本.教子 18/18回

社外
中曽　宏 18/18回

髙橋.栄一 11/11回 桑原　聡子 18/18回

※髙橋 栄一氏の出席状況につきましては、2021年6月18日の就任後に開催された監査役会を対象としています。

参照：「指名諮問委員会規則」.
.........https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_06.pdf

. 「報酬諮問委員会規則」　

. https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_07.pdf

利益相反・関連当事者取引
当社は、利益相反・関連当事者取引に関する方針を定めています。

参照： 「コーポレートガバナンス・ガイドライン（第９条）」.
. https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_01.pdf

. 「コーポレートガバナンス報告書（P.1）」

. https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report.pdf.
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業績連動型株式報酬制度の概要

報酬

▲

業績連動型株式報酬制度
当社は、2016年度より、透明性・客観性の高い役員報酬
制度である業績連動型株式報酬制度を導入しています。
2022年度より、ESG経営をさらに加速し、中長期的に

株主との利害共有を図ることを目的に株式報酬制度の
内容を一部改定の上、継続しました。

参照：「役員等の報酬決定に関する方針・手続」
. https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_05.pdf

①.業績連動型株式報酬制度の対象者
●..執行役員を兼務する取締役、会長執行役員を兼務しない取締役会長
および一部を除く執行役員で、国内居住の者

②.業績連動型株式報酬制度の対象期間
●.2022年4月1日から開始する3事業年度（2025年3月末日まで）
●.信託期間の延長が行われた場合には、以降の各3事業年度

③.当社が拠出する信託金の上限額 ●.3事業年度を対象として、合計16億円（信託費用等を含む。）

④..取締役等が取得する当社株式等の.
数の上限および当社株式の取得方法

●..上限となる株式数は3年間合計100万株で、発行済株式の総数（2022年
3月31日時点、かつ、自己株式控除後）に対する割合は約0.6%

●.当社株式は、株式市場から取得予定のため、希薄化は生じない

⑤..取締役等が取得する当社株式等の.
数の算定方法等

●.役位固定部分と業績連動部分とに分けて算定
●..業績連動部分にかかる株式数を算定するための指標：配当込み当社
TSR（株主総利回り：Total.Shareholder.Return）および当社が掲げる
ESGに関する考え方（現時点においては2021年2月発表の「NYK
グループESGストーリー」）を踏まえた当社独自のESG指標（当社TSRに
ついては、対象期間中の東証株価指数（TOPIX）成長率および競業
他社TSRとの比較によって達成度を測る。）

●.それぞれの指標の達成度に応じ、業績連動係数は0～2.0の範囲で変動

⑥..取締役等に対する当社株式等の.
交付等の時期

役位固定部分 毎事業年度終了後
ただし、交付後3年間は譲渡制限あり

業績連動部分 3事業年度終了後
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▲

業績連動型金銭報酬制度の概要
〈算定・交付方法〉

▲

報酬概略図
取締役等の報酬枠の概略図

報酬構成のイメージ図

当社は、従来以上に短期的な業績達成へのインセンティブを
高め、企業価値向上に資する仕組みとすることを目的に、
基本報酬とは別枠で、執行役員を兼務する取締役ならびに

一部の執行役員を対象に「業績連動型金銭報酬制度」を
2022年度より導入しました.。これにより、2022年度
以降に係る賞与を廃止します。

業績連動型金銭報酬制度の概要

①.業績連動型金銭報酬制度の対象者 ●..執行役員を兼務する取締役および一部を除く執行役員

②..業績連動型金銭報酬制度に関する
金員の上限

●.1事業年度あたり3億円

③.業績達成条件の内容

●.業績連動指標は連結経常利益および連結ROE
●..業績連動指標にかかる達成度を測る際の基準値は、原則として当社の
中期経営計画で掲げる目標値

●.それぞれの達成度に応じ、業績連動係数は0～2.0の範囲で変動

④..取締役等に対する金銭の支給時期 ●.毎事業年度終了後

※役員報酬について  https://www.nyk.com/profile/gvn/action/

※1  賞与については、経営状況や株主還元等を勘案し、支給が相当であるときは、都度株主総会に議案を上程し承認された範囲内で
支給しています。

※2  業績連動型株式報酬の金額については、当社が拠出する信託金の上限額です。
※3  業績連動型金銭報酬制度および業績連動型株式報酬制度の対象者には、一定の要件を満たした執行役員も含んでおり、上記の

上限額はそれら執行役員も含めた各制度の対象者全員にかかる上限額です。
※4 国内非居住であることによって業績連動型株式報酬制度の対象外となる者にかかる分を含みません。

※  上記割合は、各ケースにおける想定値で、役位により変動します。

〈固定報酬〉

業績達成度
業績連動係数
標準（＝1.0）

業績達成度
業績連動係数
上限（＝2.0）

業績達成度
業績連動係数
下限（＝0）

〈業績連動型変動報酬〉

75%

12.5% 37.5%

50%50%

50%

50%

25%

25%

100% 125%

金銭 株式

基本報酬 業績運動型株式報酬

金銭
業績連動型
金銭報酬

金銭 株式

基本報酬 業績運動型株式報酬

金銭
業績連動型
金銭報酬

金銭 株式

基本報酬 業績運動型株式報酬

改定前
基本報酬 業績運動型株式報酬

69百万円/月額 20億円/3年
賞与

改定後
基本報酬 業績連動型

金銭報酬 業績運動型株式報酬

69百万円/月額 16億円/3年3億円/年
廃止
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報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

取締役の所有株式数状況

氏名 役員区分 報酬等の総額（百万円）
固定報酬 業績連動型報酬

基本報酬額（百万円） 賞与額（百万円） 株式報酬額（百万円）
内藤.忠顕 取締役 180 60 15 120

長澤.仁志 取締役 191 63 15 127

原田.浩起 取締役 116 47 11 68

参照：「NYKレポート2022（P.58-59）」
. https://www.nyk.com/esg/nyk/__icsFiles/afieldfile/2022/08/19/2022_nykreport_08.pdf

役員報酬等の総額（2021年度）

業績連動型金銭報酬の支給および業績連動型株式報酬の交付等のイメージ図

(注1) 取締役および監査役の報酬等の総額等取締役への基本報酬額には、当事業年度に退任した取締役１名に対する支給額を含めています。
(注2) 監査役への基本報酬額には、当事業年度に退任した監査役１名に対する支給額を含めています。
(注3) 取締役への賞与は、第135期定時株主総会における承認を条件として、当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対して支給する予定です。
(注4) 取締役の株式報酬額は、業績連動型株式報酬制度に基づく報酬額です。

役員区分 人数（名） 報酬等の総額（年額）（百万円）
固定報酬 業績連動型報酬

基本報酬額（百万円） 賞与額（百万円） 株式報酬額（百万円）
取締役（うち、社外取締役） 9(3) 728(57) 307(57) 63 358(–)
監査役（うち、社外監査役） 5(2) 105(27) 105(27) ー ー
合　計（うち、社外役員） 14(5) 833(84) 412(84) 63 358(–)

譲渡制限期間（3年）

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度以降…

■業績連動型金銭報酬

（各事業年度）
● 連結経常利益
● 連結ROE

● 3年間TSR
● ESG指標(3年間の達成度)
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■業績連動型株式報酬
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職務執行＋達成度評価

職務執行 職務執行
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株主情報
決算期 3月31日

株式
発行可能株式総数 895,065,000 株
発行済株式の総数 510,165,294 株

1単元の株式数（投資単位） 100 株
上場取引所 東京証券取引所第一部

※.2022年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。

株式

▲

政策保有株式の保有方針

▲

株主情報・株主構成

当社は、保有する政策保有株式を縮減する方針で取り組ん
でいます。また2015年11月に制定したコーポレート.
ガバナンス・ガイドラインに則り、個別の政策保有株式の
保有目的・意義について、資本コストをベースとする収益目標
と配当金・取引状況や事業活動への効果等を取締役会に
おいて毎年総合的に検証し、削減に向けた取り組みを決定
しています。2016年度末に56銘柄保有していた上場株式
を、2021年度末までに20銘柄減らし36銘柄としました。

現時点で当社が保有する政策保有株式は、当社業績の
安定に資する長期的な取引関係が見込まれる重要取引先
であり、関係維持および強化のための手段の一つとして
妥当と判断しています。また、政策保有株式に係る議決権
の行使にあたっては、具体的な基準を定め、投資先企業の
価値の毀損につながるものではないことおよび、当社の
企業価値向上への貢献の有無とその程度を確認の上、
議案への賛否を決定しています。

当社の株主情報、および株主構成は以下の通りです。

参照： 「有価証券報告書」
. https://www.nyk.com/ir/library/yuho/2021/__icsFiles/afieldfile/2022/06/23/20220622_yuhou.pdf
. 「定款」. .
. https://www.nyk.com/ir/pdf/articles.pdf.
. 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」
. https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_01.pdf

▲

株主権利

株主構成

外国人
27.0%

金融機関
31.9%

証券会社 6.2%

事業法人 5.5%

 2021年度末

自己株式 0.3%

個人
29.1%

1
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監査報酬の内容

会計監査

内部監査

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は北村.嘉章氏、
隅田.拓也氏、柴田.勝啓氏です。各氏はいずれも有限責任
監査法人トーマツに所属しており、同会計士事務所の
継続監査開始年度は2007年度3月期、各氏の業務執行
社員としての継続監査年数は7年以内です。当社の監査
業務に関わる補助者の構成は、公認会計士20名、会計士
試験合格者等4名、その他42名であり、一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行っています。

また、財務諸表監査および内部統制監査を受ける主要な
海外連結子会社は、主として当社の監査公認会計士など
と同一のネットワーク（Deloitte.Touche.Tohmatsu.
Limited.）に属する会計士事務所を起用しています。
なお、監査役会は、会計監査人の評価に関する基準を定め、
監査体制、独立性、職務遂行状況等の評価を実施の上、
会計監査人の選任もしくは、毎年の再任、不再任を決定
しています。

当社の内部監査室（2021年度末時点33名）は「内部
監査規則」に基づいて、当社および国内グループ会社の
内部監査を実施しています。また、海外グループ会社の
内部監査は、内部監査室の方針と指導の下、海外4拠点
（米州、欧州、南アジア、および東アジア）に所属する.
内部監査人が実施しています。2021年度は、国内30件、
海外51拠点を対象に内部監査を実施しました。加えて
内部監査強化プロジェクトの一環として「内部監査
活動の見直し」を継続しており、経費に係るデータの全件

チェックを行い、異常値を検出するなど、データ分析手法の
有効性についての検証が完了し、新たなデータ監査の
導入を進めています。プロジェクトの強化に伴い、専門的な
知識と人材が求められていることから、2020年度より
当社グループ会社の郵船ロジスティクス（株）および日本
貨物航空（株）から合計7名の内部監査室員が当社に
出向しており、新たな監査業務の理解促進ならびに監査
法人主催のセミナーへの受講の機会を提供し、監査の
品質向上を図っています。

前連結会計年度 当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

当社 185 2 196 2

連結子会社 128 6 125 0

計 313 9 321 3
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リスクマネジメント
考え方

当社グループの事業や業績は、世界各地の経済や政治
情勢、環境規制、安全・保安体制などの社会的な要因や、
自然災害、技術革新などの影響を受ける可能性があり
ます。当社は、リスク管理方針およびリスク管理規則に

基づき、事業の本質を最もよく理解する各事業部門が
リスク選考と許容度の徹底的なセルフ・アセスメントを
実施し、リスクを定性的・定量的に評価します。

なお、気候変動に関するリスクの詳細については、下記ページをご参照ください。

▲

方針

リスクマップ

参照：「リスク情報」
. https://www.nyk.com/ir/manage/risk/

参照：「気候変動」（P.27）

体制

当社グループは取締役会を補佐する機関として社長を
委員長とする内部統制委員会を設置しています。財務
報告の信頼性、法令遵守、業務の有効性・効率性、資産の

保全の四つを目的とする内部統制の状況を確認し、問題
を発見した場合には関係する部門が適切かつ効率的に
内部統制の運用に取り組むよう是正措置を講じます。

▲

責任と体制
■ 内部統制システム

取締役会（戦略の実行と事業目標の達成）

内部統制委員会（リスクの制御）

リスク管理委員会（リスクの把握と管理）

業務全般
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影
響
額

頻度

●災害等に伴う日本経済への波及、荷動き激減

●重大事故

●本社／主要な事業拠点の機能不全

●重大な法令違反

●サイバーリスク ●気候変動リスクへの対応

●人権侵害リスク

●為替変動

●各国法規制等の把握不全

●燃料油価格変動

●需給バランス変動

当社の経営に大きな影響を及ぼす可能性があるリスクとして、船舶や航空機の重大事故などのオペレーションリスク、カントリーリスク、
自然災害などの外的要因リスク、独占禁止法違反などのコンプライアンスリスク等を重要リスクに位置付けている。

リスクマネジメント



当社グループは、リスク管理方針およびリスク管理規則に
基づき、リスク管理委員会を年2回実施し、当社の経営に
大きな影響を与えうる、重要リスクの管理状況の報告と
評価を行い、その結果を取締役会に報告します。当社
グループは、「当社グループの継続的成長にとって不利な
影響を与えうる不確実性」をリスクと定義し、社長、会長、
本部長である執行役員、常勤監査役等が出席するリスク
管理委員会において、各本部からの報告を基に重要リスク.
を特定し、重要リスクごとにリスク対応の推進役となる.
本部を決定し、グループ全体のリスク低減活動を推進し
ます。当社グループの事業継続に重大な影響を与えうる
「最重要リスク」には、コンプライアンスリスク、重大事故
などのオペレーションリスク、気候変動への対応や自然
災害などの災害に関するリスク、新型コロナウイルス

感染症などの感染症リスク、サイバーリスクがあります。
また、当社グループの経営に大きな影響を与えうる「重要
リスク」には、戦略リスクや市況変動リスク、オペレーショ
ナルリスク、財務と会計リスクなどがあります。なお、毎年、
リスク管理委員会において企業の経営に重要な影響を
与える可能性があると経営者が認識している「重要リスク」
の中から「最重要リスク」を選定します。

■ 全社的リスク管理

取り組み

当社グループは、サプライチェーンを支える社会的役割を
継続して果たすことを目的に、自然災害（地震や洪水など）
や感染症リスクを想定したBusiness.Continuity.Plan
（以下、BCP）を策定しています。
2021年度には多様化する働き方への対応として、IT
機器の整備等を通じてリモート環境からでも勤務可能な
就労体制とするとともに、有事でのコミュニケーションの
円滑化および、初動対応の迅速化等を目的に、災害対策

用携帯アプリを自社開発する等、有事の際においても
一定の水準で事業を継続するための体制・仕組みの整備
を進めました。
当社では2006年にBCP文書を策定以降、毎年BCP
文書の整備・拡充を実施しており、今後も定期的にその
内容等を確認することで、BCPの定着・実効性の向上を
図るとともに、自然災害等を想定した訓練を継続的に
実施し、BCPの精度向上に努めています。

当社グループは、日々進化と多様化が進むサイバーアタック
に備えた多層防御の継続的強化の実施に加えて、100%
の防御は不可能という視点から被害の迅速な復旧に主眼
を置く「サイバーレジリエンス」に基づく対策構築と、クラウ
ド化やテレワークに応じたネットワークの境界防御に依存
しない「ゼロトラスト」ベースの対策構築を進めています。
具体的には、MFA（Multi-Facor.Authentication）、
EDR（Endpoint.Detection.and.Response）の導入
を進めると同時に、クラウド化による障害・災害時のリスク
低減、GSOC（Global.Security.Operation.Center）
による世界中のIT機器を24時間365日常時監視する.
体制を作り、不正侵入の早期発見と迅速対応により被害
の極小化を目指しています。こうした陸上の取り組みと

並行して、海運会社として海上通信システムの強化に
よる船陸間サイバーセキュリティの向上にも取り組んで
います。加えてCSIRT（Computer.Security. Incident.
Response.Team）を世界各地域に組成してそれぞれを
グローバルに連携させ、事故発生時にIT部門のみならず
社内各部署と迅速に情報共有がなされマネジメントによる
適切な意思決定につながる仕組みを構築しています。
すべての取り組みの基盤となる社員のセキュリティリテラ
シーをグループ全体で向上させるべく、国内外グループ
会社を対象とした①教育プラットフォームの導入、②サイ
バーアタック訓練の定期的な実施、③セキュリティアセス.
メントの実施により施策の定着度合いを定期的に.
モニターしています。

▲

緊急時の対応
■ 災害時などの対応

■ 情報セキュリティ対応

各本部にて
リスク管理

当年度
リスクの管理評価

次年度
重要リスク一覧

次年度
リスクマップ

内
部
統
制
委
員
会

　

リ
ス
ク
管
理
委
員
会

リ
ス
ク
管
理
委
員
会

当社は、毎年船舶の重大事故対応訓練を実施しています。
さまざまな船種での事故のケースを想定し、官公庁や.
お客さまなど、さまざまなステークホルダーの皆さまに
ご協力をいただき、事故発生後の対策本部の立ち上げ
や関係先への連絡、負傷者の救助その他の事故対応と

ともに、事態の進展に合わせたプレスリリースなどでの
情報開示など、実践的な内容で実施しています。訓練を
行うことで、社会に対して迅速かつ的確に情報開示する
ことの重要性をあらためて確認しています。

■ 重大事故対応訓練
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コンプライアンス
考え方

体制

▲

内部通報制度

▲

方針

▲

責任と体制

すべての役員・従業員は個々の行動において、健全なコンプライアンス（法令、社内規則、企業倫理・社会規範の遵守）
意識を持って、日々の業務を遂行する必要があることから、当社は「行動規準」を整備し、周知徹底を図っています。

当社グループは、コンプライアンスを推進、強化するための体制の整備および、重要方針に関する事項等を審議・決議する
ための場として、年2回コンプライアンス委員会を開催しています。

当社では職場での不正やハラスメント、法令違反等コン
プライアンスに関わる懸念、問題の相談先として、社員や
外部弁護士が聞き役となる「郵船しゃべり場」や外部
業者により運営される相談窓口等、複数の相談窓口を.
設けています。国内ヘルプラインの一つである「郵船.
しゃべり場」では社外弁護士を含む6名の「聞き役」が.

コンプライアンスに関わる相談・通報を幅広く受け付け
ており、現在グループ会社約64社が利用しています。
また、届いた相談に対しては、相談者が不利益を被らない
ことおよび、相談者が望む場合はその秘匿を第一とし
ながら真摯に対応し、職場環境の改善につなげるように
しています。

日本郵船グループのコンプライアンス体制図

当社本体が管理する内部通報窓口に届いた通報・相談件数
年度 件数
2020 37

2021 55

参照：「日本郵船株式会社.行動規準」（P.6）
. https://www.nyk.com/profile/pdf/code_of_coduct.pdf
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※ 常勤監査役へ定期的かつ必要に応じ適時報告

 

リージョナル
ガバナンス

オフィサー（海外）

監査役

郵船しゃべり場
社員5名
（男性3名、
女性2名）

社外弁護士
1名

 

社外相談
通報窓口

（※）

 

グループ長・室長・支店長
（コンプライアンス責任者）

コンプライアンス委員会（委員長：社長）

グループ各社
役員・従業員など
（海外）

チーフコンプライアンス
オフィサー

チーフコンプライアンス
オフィサー代理

法務・フェアトレード
推進グループ

本社役員・
従業員など

グループ各社
役員・従業員など
（国内）

コンプライアンス



取り組み

当社グループ企業理念とグループ企業行動憲章を具体化
し、役員および従業員が守るべき正しい行動の指針として
「日本郵船株式会社.行動規準」を定め、定期的に見直し
ています。「行動規準」改訂時には、内容の理解を深める
ためのガイドブックを配布するとともに、社内で説明会を

開催しています。また、役員および従業員が「行動規準」で
定められている内容をきちんと理解し、行動しているかを
確認する機会として、年に一度、行動規準の遵守に関する.
「誓約書」の提出を求めています。

当社グループでは、「独占禁止法等遵法徹底委員会」を
設置し、独占禁止法、贈収賄関連法令、経済制裁法対応を.
主眼に、グループ内の法令遵守の徹底に努めてきました。

2019年3月に、同委員会の名称を「遵法活動徹底委員会」
とし、特定の法令のみならず、法令全般および各種許認
可等も含めた遵法の徹底を図ることに変更しました。

海運自由の原則（公海における自由航行、領海内における
無害航行）が支配する外航海運業は、市場の参入と退出
が自由であり、競争激化に陥りやすいため、その弊害で
ある安定輸送網の断絶、途上国海運・産業の競争力の
喪失等の負の面を軽減すべく、ある一定の条件の下、独占
禁止法適用除外の扱いを受けてきました。
今日では、そのような法的保護は縮小する一方で、社会
インフラとしての責任を全うするため、寄港頻度と多様
な航路網の維持を目的として船社間での協調配船が
行われており、競合他社と接触する機会が多く存在する
業種であると言えます。
当社グループは、2012年9月以降、自動車等の貨物輸送に
関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、海外当局の

調査の対象となっています。当社および一部の海外
現地法人は、米国およびその他の地域において損害賠償
請求訴訟（集団訴訟）を提起されています。
ステークホルダーの皆さまには、多大なご心配をおかけ
しておりますことを深くお詫び申し上げます。
従前より、社長による独占禁止法遵守徹底の表明、当社
グループの国内外すべてにまたがる統制ネットワークの
構築と運用、同法マニュアルなどの整備や各種研修による
社内の啓発と教育、同業他社との接触規制などの諸施策
を実施してまいりましたが、結果としてこのような事態に
なりましたことを真摯に受け止め、グループ役員・従業員※

一人ひとりの意識を高めるべく独占禁止法遵守を再徹底
するための体制構築および活動を推進しています。.

▲

リスク評価

▲

違反に対する対応
■ 遵法活動徹底委員会

■ 独占禁止法遵守への対応

遵法活動徹底委員会の開催（毎年開催）
社長を委員長とし、取締役、執行役員、監査役、海外地域統轄会社の
地域長※・グループ長・各グループのコンプライアンス担当者が参加
独占禁止法遵法委員会より数えて、2021年10月までに合計16回開催

※ 従業員：社員に加え、他社からの出向者および派遣社員を含む

※ガバナンス強化策の一環で、2020年度より海外4極の地域統轄会社の地域ガバナンス長（RGO）にも対象拡大
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再発防止に向けた施策（2013年から継続）
●. 遵法活動徹底委員会の開催（毎年開催）
. .社長を委員長とし、取締役、執行役員、監査役、海外地域統轄会社の地域長※1・本社
のグループ長・各グループのコンプライアンス担当者が参加。

. 2021年は10月実施（191名出席）

. 独禁法等遵法徹底委員会より数えて、2021年10月までに合計16回開催
●. 国内外グループ会社を含む全事業部門のリスクアセスメント実施、ガイドライン策定
●. 独占禁止法・競争法遵守に関する誓約書の取得
●. 業界会合届出制度※2を本社・国内外子会社の役員・従業員を対象に導入

※1 ガバナンス強化策の一環で、2020年度より海外4極の地域統轄会社の地域ガバナンス長（RGO）にも対象拡大
※2 同業他社と接する機会を限定し、必要な会合に参加する場合は事前の届け出および、事後の面談内容の報告を行うよう定めた制度

※1 2002年度以降延べ501回、13,747名
※2  国内外グループ会社、30か国、109社を対象に、国内は11回（個社別研修）、海外は地域ごとに1～3年に1回実施。2009年以降延べ

46,442名

当社グループでは集合研修やeラーニングを通して、コンプライアンスや独占禁止法・贈収賄禁止等の腐敗防止に対する
意識の向上を図っています。

当社グループは、毎年9月をコンプライアンス強化月間と
定め、従業員自らの行動・業務プロセスを見直すための
総点検活動を実施しています。同活動で実施した社員の

意識調査結果については、社内掲示板を通して、複数回に
分けてフィードバックを行い、社員一人ひとりのコンプ
ライアンス意識の向上を図っています。

■ コンプライアンス強化の研修

■ コンプライアンス強化月間

■ コンプライアンス強化に向けた主な取り組み

▲

コンプライアンス教育

2021年度.受講状況 実施回数 受講者数
コンプライアンス研修※1 42回 920名
独禁法・贈収賄禁止等研修※2 106回 2,668名
同eラーニング（日本語・英語・中国語） 1回 6,866名

1997年 グループ企業行動憲章の制定
1999年 行動規準の制定
2002年 チーフコンプライアンスオフィサーの設置
2005年 グループ企業理念の制定
2006年 内部統制委員会の設置
2008年 独占禁止法タスク・フォースの設置
2013年 独禁法遵法活動徹底委員会の設置

2016年 新規事業立ち上げ時における外国公務員贈収賄防止対策の導入
行動規準の改正

2017年 行動規準への誓約書の導入
2020年 コンプライアンス関連規則の改正

腐敗防止のための取り組み

当社は、国の内外を問わず、事業を展開するすべての地域に
おいて、各国の贈収賄の禁止に関わる法令の遵守はもと
より、贈収賄を未然に防止する体制を確立し、運用する
ために、2014年に「贈収賄禁止に関する基本方針」を
定めました。また、基本方針を具体的に実現・徹底する

ために「贈収賄禁止に関わるガイドライン」を制定し、
周知徹底を図っています。
また、全社員が日々の業務活動の中で指針とすべき
「日本郵船株式会社.行動規準」の中に次のように腐敗
防止に対する方針を掲げています。

▲

方針
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第２章 公正な事業活動
２－１ 各国諸法令等の遵守

国内外の法令や社内規則を遵守し、社会規範に則った誠実かつ公正・公平な取引活動
を行います。

２－２ 競争法・独占禁止法の遵守
（１）関係各国の競争法・独占禁止法を遵守し、私的独占、カルテル等の不当な取引制限、.

不公正な取引方法等の自由競争を阻害する取引行為は行いません。
（２）協力会社との取引において、優越的地位の濫用行為は行いません。

２－３ 贈収賄の禁止
（１）国内外を問わず、また、直接・間接を問わず、何人に対しても営業上の不正な利益を

得るための金品及び経済的利益（賄賂）の供与、申出、約束は行いません。また、賄賂の
受領、要求、約束も行いません。

（２）日本の刑法・不正競争防止法、米国の海外腐敗行為防止法（FCPA）等贈収賄の禁止
に関する関係各国の法令を遵守し、公務員に対する贈賄行為防止に努めます。

２－４ 節度ある接待・贈答品の授受
（１）取引先等の関係者との間で、社会通念の範囲を超える接待、贈答、その他経済的利益

の供与及び受領を行いません。また、社会通念の範囲内であっても、上長の承認なし
に接待、贈答、その他経済的利益は受領しません。

（２）利害関係のある公務員への接待、贈答、その他経済的利益の供与については、社会
通念にかかわらず厳格に規定されていることを理解し、その規準に従います。

２－５ 購買取引先の選定
購買取引先の選定は、取引先の提供する商品・サービスの信頼性、経営の安定性に加えて、
法令及び社会規範の遵守、環境保全、腐敗防止、人権の尊重、雇用・労働環境の整備等の
CSR（社会的責任）遵守の状況を適宜確認のうえで、適正かつ公正に行います。

第３章 利益相反行為の禁止
３－１ 利益相反行為の禁止

（１）会社の利益と相反する又はその恐れのある行為は行いません。
（２）会社の承認なしに、他の会社・団体の役員、顧問、従業員、代理人等に就任しません。.
（３）業務に関連して得た個人宛の報酬は、会社の承認なしには、これを受領しません。

３－２ 会社資産の適正使用
（１）会社資産の効率的な活用を心掛けるとともに、損傷、紛失、盗難がないよう適切に管理

します。
（２）私的な利益を得ることを目的として、有形・無形を問わず会社の資産、経費を使用

しません。
（３）会社の承認なしに、事業所内において、集会、演説、宣伝、勧誘、文書の配布又は掲示板

への掲載等の業務と無関係な私的活動を行いません。
第５章 社会との関係
５－４ 反社会的勢力の排除

（１）反社会的勢力又はそれと疑われる者からの不当な要求に対しては、断固として拒否し、
一切の関係を持ちません。

（２）テロ行為、マネーロンダリング等の犯罪には一切関与しません。また、これらの犯罪に
利用されることのないように十分に留意します。

５－５ 政治・宗教活動について
当社は、特定の政治・宗教活動を支援しません。また、会社施設内或いは業務時間内に
政治・宗教活動を行うことは認めません。

日本郵船株式会社 行動規準（抜粋）

参照：「日本郵船株式会社.行動規準」（P.6）
. https://www.nyk.com/profile/pdf/code_of_coduct.pdf
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当社グループは、腐敗防止への取り組みを推進、強化するための体制を整えています。

参照：「コンプライアンス体制」（P.120）

当社は、日本国不正競争防止法（外国公務員贈賄罪）、
米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法等に対応
するため、2014年１月に贈収賄禁止に関する基本方針
およびガイドラインを整備し、国内外グループ会社の
役員・従業員に周知徹底を図っています。また、海運業界.
全体における公正な取引の実現に向け、腐敗排除・防止を

目的とした活動を行っているグローバルネットワークで
あり、その腐敗の根本的な原因を究明し、またその軽減.
に向け政府関係者や行政当局、国際機関など主要な
ステークホルダーと協力関係を築いているMaritime.
Anti-Corruption.Network（MACN）に2015年度.
より加入しています。

高リスク国での新規事業検討にあたり、法務部門が贈収賄
に関する確認を行う体制を2016年4月に確立しました。
パートナーや代理店候補に贈収賄関連の問題がないか

スクリーニングを行うとともに、契約締結時の贈収賄
禁止条項の織り込みなどの提言や確認を行っています。

当社は、ビジネスにおけるコンプライアンス遵守に関する国際的な認証機関である
TRACE.Internationalによるデューディリジェンス審査に合格し、認証を取得しています。
今後も、国際的な商業取引における公正かつ透明な適性取引に努めていきます。

TRACE certification.
ID：TC3182-6961....有効期間：2023年1月15日～2024年1月14日

▲

取り組み
■ 贈収賄禁止の徹底

贈収賄デューディリジェンスの実施

反贈収賄に関する第三者認証

法務関連の相談体制
新規投資判断および事業の検討にあたっては、独占禁止法・贈収賄・
経済制裁に関する確認のため、法務部門でのスクリーニングとデュー
ディリジェンスを行うなどのリスク管理体制を整えています。

▲

体制

ESG DATA BOOK 2022

EnvironmentNYK Group's ESG Social Governance

124

コンプライアンス




